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（１）畜種別の経営と飼料 

（平成2４年度畜産物生産費調査および平成2４年営農類型別経営統計） 

粗飼料と濃厚飼料の割合（ＴＤＮベース） 経営コストに占める飼料費の割合 

２４年度供給量（概算） 

24,214千TDNトン 

２４，２１４千ＴＤＮトン 

濃厚飼料 

(18,970) 

粗飼料 
(5,244) 

畜種別の構成（23年度） 
（ＴＤＮベース） 

＜酪農＞ 

北海道 

都府県 

濃厚飼料 粗飼料 

＜肉用牛＞ 

繁殖 

乳おす肥育 

肉専肥育 

＜養豚・養鶏＞ 

５４．３％ ４５．７％ 

３７．０％ ６３．０％ 

     ５９．５％ ４０．５％ 

８９．２ ％ 

９２．８％ 

７．２％ 

１０．８％ 

１００％ 

粗飼料 ： 乾草、サイレージ、稲わら等 

濃厚飼料 ： とうもろこし、大豆油かす、こうりゃん、大麦等 

生乳 

４６％ 

肥育牛 

肥育豚 

採卵経営：６６％ 

ﾌﾞﾛｲﾗｰ経営：６５％ 

６６％ 

養鶏 

注：ＴＤＮ（Total  Digestible Nutrients）：家畜が消化できる養分の総量。 

  カロリーに近い概念。 １ＴＤＮｋｇ≒４．４１Ｍｃａｌ 

４１％ 

１ 

○ 我が国の畜産における飼料供給は、主に国産でまかなわれている粗飼料が２２％、輸入に依存している濃厚飼料が７８％の
割合（TDNトンベース）となっている。 

○ 飼料費が畜産経営コストに占める割合は高く、粗飼料の給与が多い牛では４～５割、濃厚飼料中心の豚・鶏では６～７割。 

21.7% 

78.3% 

１ 畜産経営における飼料と飼料自給率 



（２）飼料自給率の現状と目標 

○ 飼料自給率は、近年、横這いで推移しており、２４年度（概算）は、全体で２６％、粗飼料が７６％、濃厚飼料が１２％。 
 

○ 農林水産省では、飼料自給率について、粗飼料においては水田での稲WCSや畑地での飼料作物の作付拡大を中心に、濃厚
飼料においてはエコフィードの利用や飼料用米作付の拡大により向上を図り、飼料全体で３８％（３２年度）を目標としている。 

２６％ 

現状 

（２４年度） 

目標 

（３２年度） 

３８％ 

輸入８８％ 
 

 

国産１２％ 

輸入８１％ 
 

国産１９％ 

濃厚飼料 

○穀類 
（とうもろこし、米等） 

○糠類 
（フスマ、米ヌカ等） 

○粕類 
（大豆油粕、豆腐粕等） 

○動物質性飼料 
（魚粉等）  

（２４年度） （３２年度目標） 

資料：農林水産省大臣官房食料安全保障課「食料需給表」より。平成24年度は概算値。 

（近年の動向） 

・飼料自給率（全体）は、25～26％の間で推移。 
 

（直近（24年度）の動向） 

・粗飼料については、原発事故の影響による飼料作物の利用自粛や草
地除染の実施等の影響により、24年度は前年度より１％減少し76％。 

 

・濃厚飼料については、政府備蓄米の飼料向け放出等が減少する中、
家畜の飼養頭羽数の減少等により輸入量も減少した結果、24年度は
前年度と同水準の12％。 

飼料全体 ２６％ ３８％ 

粗飼料 

○乾草 

○サイレージ 

  牧草、 

  青刈りとうもろこし、
青刈り稲（WCS） 

○稲わら 

国産 

１００％ 

輸入２４％ 

国産 

７６％ 

（２４年度） （３２年度目標） 

（２４年度） （３２年度目標） 

  

  平成１９ 平成２０ 平成２１ 平成２２ 平成２３ 平成２４ 

全 体 25% 26% 25% 25% 26% 26% 

粗 飼 料 78% 79% 78% 78% 77% 76% 

濃 厚 飼 料 11% 11% 11% 11% 12% 12% 

飼料自給率の現状と目標 

近年の飼料自給率の推移 

１ 畜産経営における飼料と飼料自給率 

２ 



（例）放牧と舎飼との経営効果の比較 

○ 自給飼料は、生産コストが輸入飼料の購入価格に比べ安価であり、また、穀物の国際相場や輸入乾草価格の変動に左右さ
れないことから、畜産経営のコスト低減及び安定化に貢献。 

 

○ また、自給飼料の利用については、飼料による畜産物のブランド化を実現して経営発展に寄与したり、耕種農家と飼料・堆肥
を通した連携により地域融和が図られるなど畜産経営強化の効果が多数見られる。 

低減
後 

           （３）飼料自給率向上の意義 （①畜産農家の経営強化） 

輸入乾牧草

全 国 北海道 都府県
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（円／TDNkg） 

資料 ：財務省「貿易統計」および農林水産省「植物統計」 

資料 ： 「自給飼料費用価」は、農林水産省「牛乳生産費調査」、 

     「日本標準飼料成分表」から算出 

 注１ ：「自給飼料生産費用価」は飼料生産に要した材料費（種子、 

     肥料費等）、 固定材費（建物、農機具）等の合計 

     ２ ：輸入飼料価格と自給飼料生産費は１ＴＤＮkgあたりに換算 
 

○ 自給飼料生産コストと輸入飼料価格
（平成２３年） 

 

全  国 北海道 都府県 

自給飼料生産費用価 

・自給飼料の生産コストは、輸入乾草価格と比
べ６割程度安く（全国）、畜産経営のコスト低減
に貢献 
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・近年の穀物の国際相場及び輸入乾草価格は、
中長期的に上昇傾向にあり、かつ、大きな変動
を示すようになり経営の大きな不安定要因。 

・自給飼料の利用拡大により配合飼料や輸入乾
草の使用量を削減することは経営の安定化につ
ながる。 

・地域の飼料用米の活用により畜産物の差別
化・ブランド化を図る取組が多数見られる。 

・水田活用による飼料生産においては、飼料の
売買、水田の賃貸及び堆肥の利用を通した耕
種とのつながりが強化され、畜産が地域農業の
核となるような事例が見られる。 

コ  ス  ト  低  減 

経 営 の 安 定 化 

経営の発展・地域との融和 

（円／kg） 
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○ とうもろこしの国際価格 （円／kg） 

○ 輸入乾草価格の推移 

９７ 

４３ ３８ 

５６ 

やまと豚米らぶ 

◆飼料用米の利用による畜産物のブランド化 

やまと豚米らぶ 

耕種農家と畜産農家の 
飼料や堆肥の取引を 
通したつながり強化 

資料 （公社）配合飼料供給安定機構「飼料月報」 

コスト低減 経営の安定化 経営の発展・地域との融和 

１ 畜産経営における飼料と飼料自給率 

３ 



（例）放牧と舎飼との経営効果の比較 

  

 
○ 飼料自給率の向上を図ることは、水田等と同様に多面的機能を発揮したり、食料自給率・自給力の向上にも貢献する

など農業としての役割を強化することにつながる。 

○ また、輸入飼料への依存は、国内への窒素持ち込みとその蓄積による環境問題等の原因となるのに対し、飼料作物
の栽培は堆肥の有効活用により資源循環に貢献。 

低減
後 

                 （３）飼料自給率向上の意義  （②農業としての役割強化） 

飼料生産 

国内土地資源の有効活用と多面的機能の発揮 

飼料自給率の向上・食料自給力の強化 

家畜排せつ物の有効活用  

土壌流出
防止 

景観形成 
水資源の涵養 
大気浄化 
気候緩和 

家畜への牧草給与 

家畜排せつ物の土壌還元 

急峻な中山間
地域の傾斜地
を活用可能 

冬作の 
イタリアンライグラス 

輸
入
飼
料
依
存 家畜飼養 

国内に窒素
分が蓄積 

・飼料自給率の向上により、食料自給率の向上に寄与。 
 

・優良農地の維持と飼料生産のための担い手の確保、 
 技術の開発・普及により潜在的な食料の供給能力が 
 維持向上。 

資源循環 

４９％ ３５％ １６％ 

純国産原料で生産されている割合 

輸入飼料で生産されている割合 

国産畜産物の割合 輸入畜産物の割合 

○ 畜産物からの供給熱量（４００kcal/人日）の内訳 

（平成２４年度食料自給率から） 

夏作のとうもろこし 

二毛作等による
農地のフル活用 

毎年輸入される飼料用とうもろこし（約1,000万トン）は、海外の農地
約111万haの利用と推計。これは日本の水田面積の約7割に匹敵。 

１ 畜産経営における飼料と飼料自給率 

４ 



（１）近年の飼料穀物の輸入状況 

○ 飼料穀物の輸入量は、近年、 14百万トン程度で推移。主な輸入先国は、米国、オーストラリア、ブラジル、アルゼンチン、カナダ。 
 

○ 飼料穀物のほとんどは輸入に依存しており、特に、米国・オーストラリアに大きく依存。近年では、とうもろこしは24年６月以降の米国産と
うもろこしの価格高騰を受け、南米等に移行。 

アルゼンチン 
こうりゃん（66%） 
とうもろこし
（17%）  

カナダ 
大麦（15%） 
小麦（6%） 

オーストラリア 
大麦（70%） 
こうりゃん（19%） 

配合・混合飼料の原料使用量（平成25年度速報） 

［計2,394 万㌧］ 

※デンプン質が多 
 く使いやすいとう 
 もろこしが約4割  
 を占める。 

上段：使用数量(万トン) 
下段：割合(％) 

注：括弧内の%はH25年度輸入量の各穀物の国別シェア 
資料：財務省「貿易統計(H26年1月以降の値は速報値である。)」、USDA 「World Agricultural Supply and Demand Estimates (July 11, 2014)」、 
        （公社）配合飼料供給安定機構「飼料月報」 

我が国の飼料穀物輸入量 

注：その他とは、小麦、えん麦、ライ麦である。 

（万トン） 

世界のとうもろこしの輸出状況 

    米国 
小麦（51%） 
とうもろこし（37%） 
こうりゃん（15%） 
大麦（10%）    

ブラジル 
とうもろこし（28%）  

米国産とうもろこしの需給 （百万トン） 

とうもろこし

1046

4４%

こうりゃん

151

6%

その他穀類

257

11%

大豆油かす

281

12%

その他油かす

134

6%

糟糠類

278

12%

動物性飼料

34

1%

豆類

9

0% その他

204

9%

12/13 13/14
(見込)

14/15
(予測)

273.8 353.7 352.1

4.1 0.9 0.8

263.6 295.5 295.5

飼料用 109.9 131.5 132.1

エタノール用 118.1 128.9 128.3

その他 35.7 35.2 35.2

輸出量 18.6 48.3 43.2

期末在庫量 20.9 31.7 45.8

期末在庫率(%) 7.4 9.2 13.5

生産量

輸入量

国内需要量

14/15

（予測）
輸出量 （割合）

①米国 43.2 (37%)

②ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 20.0 (17%)

③ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ 16.0 (14%)

世界計 115.5 (100%)

H23年度 H24年度 H25年度

とうもろこし 1,085 1,049 1,003

こうりゃん 132 146 137

大麦 114 106 107

その他 54 96 85

合計 1,385 1,398 1,332

（百万トン） 

H23年度 H24年度 H25年度

米国 86% 52% 37%

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 6% 32% 28%

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ 4% 6% 17%

とうもろこしの主な輸入先とシェア 

２ 穀物の輸入と配合飼料価格の動向 

５ 



＜とうもろこしのシカゴ相場の推移（期近物）＞ 

＜為替相場の推移＞ 

＜海上運賃の推移（ガルフ～日本）＞ 

＜大豆油かすのシカゴ相場の推移（期近物）＞ 
注：ｼｶｺﾞ相場の日々の終値である。 

注：2014年6月の値は、6月の平均値である。 

注：2014年7月の値は、7月第3週までの平均値である。 
平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 
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（11.6.10）
787ｾﾝﾄ/ﾌﾞｯｼｪﾙ

(310ﾄﾞﾙ/ﾄﾝ)

(09.6.2)
450ｾﾝﾄ/ﾌﾞｯｼｪﾙ

(177ﾄﾞﾙ/ﾄﾝ)

（12.8.21)
831ｾﾝﾄ/ﾌﾞｯｼｪﾙ

(327ﾄﾞﾙ/ﾄﾝ)

（14.7.28)
368ﾝﾄ/ﾌﾞｯｼｪﾙ
(145ﾄﾞﾙ/ﾄﾝ)

平成26年 平成26年 

平成26年 

注：ｼｶｺﾞ相場の日々の終値である。 
平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 

６ 

○ とうもろこしの国際価格（シカゴ相場）は、平成24年８月に米国主産地の大干ばつによる作柄悪化のため、８ドル台ま
で高騰。平成25年7月中旬以降、豊作見込みにより４ドル台後半まで急落。直近では米国での好天による順調な生育を
背景に下落し、3ドル台後半。 

○ 大豆油かすは、直近では300ドル後半～約400ドルで推移。 ○ 海上運賃は、直近では40ドル台前半で推移。 
○ 為替相場は、平成24年11月中旬以降円安が進展し、直近では100円を上回る水準で推移。 

          （２）配合飼料価格に影響を与える要因の価格動向 ２ 穀物の輸入と配合飼料価格の動向 



1,600 

4,640 

4,371 

4,553 

5,550 

7,800 

8,983 

4,002 

5,252 

3,250 
3,734 

3,835 

2,100 

450 

5,450 

3,524 

3,738 

2,400 

700 

1,860 

3,829 

3,097 

1,517 

3,398 
2,398 

966 865 776 

2,062 

20,795 

24,937 
28,280 

29,954 

29,643 

32,470 

36,112 

41,040 41,392 

27,910 

23,894 

24,863 

24,242 

24,679 
25,196 

23,861 
22,495 

26,421 

29,061 
30,015 

28,806 

27,046 

27,611 

27,633 

30,307 

33,964 

36,441 36,481 

33,944 

32,155 

32,571 

             （３）輸入原料価格の推移と配合飼料価格安定制度の補塡の実施状況 

注 ：数値は速報値。 
資料 ：財務省「貿易統計」、（公社）配合飼料供給安定機構「飼料月報」 

折れ線：輸入原料価格 

     ：通常補塡 

     ：異常補塡 
 

単位：円／トン 

○ 平成18年度以降、とうもろこしのバイオエタノール向け需要の増加や、米国での天候不順等により配合飼料価格は度々高騰。 
○ 配合飼料価格安定制度による補塡が続いた結果、平成25年7-9月期には補塡財源が不足。別途、特別対策を実施。 
○ 本制度については、平成26年度より、 飼料価格の激変が畜産経営に及ぼす影響を緩和するという基本機能を維持しつつ、異
常補塡が発動しやすくなる仕組みへと強化するなどの見直しを実施。 

通常補塡基金の 
財源が不足。 

→特別対策 

（不足額の1/2交付） 

通常補塡基金が枯
渇し、市中銀行等か
ら借入をして補塡 

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク 

天候不順 

米国の 
干ばつ 

 
 
25年12月の制度見直し 

（26年4月から） 
 
○異常補塡の 
    機能強化 
 
○通常補塡の 
  指標の見直し 
 
○借入金の本格的 
    リスケジュー ル 
   （返済圧力の緩和） 
 
※詳細は参考資料 
 
  

２ 穀物の輸入と配合飼料価格の動向 

７ 



         （４）穀物の安定輸入を考える上で考慮すべき要因 

〈短期的〉 

○ 米国経済の復調（量的緩和政策の段階的縮小、ドル
高・株式高、貿易収支・雇用環境の改善 等） 

 

○ 堅調な中国の飼料需要（特に大豆） 
 

○ 米国産とうもろこしの飼料用途、エタノール用途の消
費見通しが増加傾向 

 

○ 南米、東欧・黒海沿岸の天候不順による生産見通し
の不透明化  等 

〈短期的〉 
○ 新興国の通貨安による消費抑制 
 

○ 2014/15年の米国産とうもろこしの生産量は史上最高

水準の見通し（期末在庫も高水準）による国際需給
の緩和 

 

○ 中国による米国産未承認遺伝子組換えとうもろこしの
輸入拒否 

 

○ 中国の景気減速感 

〈中長期的〉 

○ 世界的な人口増加、所得向上に伴う畜産物を含む食
料需要の増加 

 

○ 砂漠化の進展、異常気象頻発による生産量の減少、
水資源の制約 

 

○ 開発途上国における政情不安 
 

○ 米国産とうもろこしのエタノール使用義務付けの継続
（農家所得保障の側面大） 

 
〈中長期的〉 

○ 経済発展に伴う新興国の人口減少（少子化）、食文化・
宗教違いによる食料需要の頭打ち 

 

○ 遺伝子組換え作物導入等による単位面積当たりの収
穫量の増加、多くの休耕地・未開発地の存在 

 

○ ウクライナ、ロシア等の新興輸出国における生産量の
増加 

 

○ シェールガス革命による石油価格の下落、これに伴う
バイオエタノールの需要減少  等 

強材料（価格上昇要因） 弱材料（価格低下要因） 

※ 投機的資金等の穀物市場への流入拡大の影響や、輸出国が
価格高騰時に自国民優先の観点等から輸出制限する場合の影響
についても考慮する必要 

２ 穀物の輸入と配合飼料価格の動向 

８ 



○ 粗飼料は酪農及び肉用牛生産に不可欠。特に、酪農においては、良質粗飼料は乳脂率を高め、濃厚飼料は乳量を増加さ
せるので、牧草等の粗飼料と濃厚飼料をバランス良く給与することが重要。また、アルファルファ等マメ科の牧草はタンパク
質含量が高く、バランス良く給与することにより乳脂率及び乳量の増加に寄与。 

○ 輸入粗飼料は、主に米国、豪州、カナダ等から輸入されており、畜産農家においては、①規模拡大に応じた飼料生産ができ
ない（土地、労力、装備等の面）等の事情に加え、②必要時に必要量の調達が可能であること等利便性が高いという理由で
利用されている。 

○ 乳脂率を維持するためには粗飼料が必要であり、良質粗飼料の確保が困難な地域では、生乳取引上の乳脂率の基準を満
たすために輸入粗飼料に依存しているという一面もある。 

（１）粗飼料の輸入量及び価格の動向 

資料 ：財務省「貿易統計」 

 ヘイキューブ 
栄養価の高いアルファル
ファなどを乾燥圧縮し
キューブ状にしたもの 

 ベール(梱包） 
乾草を３０kg又は５０kg程
度の単位で四角に圧縮し
た形態が主流 ＜ベール(梱包）＞ 

 

 

酪農における粗飼料と濃厚飼料の給与割合 

北海道 と比較して都府県の輸入依存率は高い。 

資料 ： 「平成23年度畜産物生産費調査」、「日本標準飼料成分表2009年」により 

     推計（ＴＤＮベース）  （国産 ３８．９％） 

＜北海道＞ 

＜都府県＞ （輸入2.7％） 

（輸入61.1％） 

粗飼料37.0％ 濃厚飼料63.0％ 

（国産97.3％） 

粗飼料54.3％ 濃厚飼料45.7％ 

乾草の輸入量及び価格の動向 

・粗飼料の現地価格はUAE、中国の需要増加、生産国の

不作（２３年豪州の不作、２４年米国の干ばつ）などにより
上昇傾向。 
・輸入量は、価格上昇を受けて２５年には前年を下回る。 

注：価格はCIF価格。 

輸入乾草の主な形態 

＜ﾍｲｷｭｰﾌﾞ＞ 

5ｃｍ 

31.1円/kg 

35.3円/kg 
44円/kg 

３ 粗飼料の輸入動向 

９ 

39.9円/kg 



○ 稲わらは、肥育牛にとって重要な飼料。飼料用の稲わらは、約８～９割が国産稲わらでまかなわれ、残りの１～２割はすべて
中国（主として大連）から輸入されている。 

○ 中国産稲わらは、口蹄疫の発生、ニカメイガ幼虫の発見等により輸入が停止されるなど不安定な面がある。 

○ なお、国内では、発生する稲わらの大半はすき込まれ、飼料として利用されるものは１割程度と推定。 

（２）稲わらの輸入動向 

飼料用稲わらの需給（平成24年産） 

・宮 崎 県 →10万トン  57.9％ 
・鹿児島県→10万トン  65.2％ 

南九州 

日本海側等 

・北海道→44万トン：2.6％ 
・秋田県→53万トン：3.4％ 
・新潟県→59万トン：0.8％ 

88.9% 

国産 

79.4万

㌧ 

輸入 

9.9万㌧  

飼料用 
稲わら 
89.3万㌧ 

飼料用稲わらの需給 （平成24年産推計） 

• 国内では、飼料利用量(推定）８０万トンの約１０倍に当たる８
５０万トン程度の稲わらが発生しているものと推定されるが、
その９割はすき込みや堆肥用となっている。 
 

• 国産稲わらの利用が進まない理由として、①近くに水田が少
ない、②収集時期の天候不順により、乾燥が困難である（特
に日本海側）、③国産稲わらの利用経験がない、④広域的
な流通体制が未整備等が挙げられる。 

 

• 一方、輸入稲わらを利用する理由は、①電話１本で配達さ
れ、保管庫が不要、②ベールが小さく高齢者や女性でも扱い
やすい、③農家の着地価格が手頃であるなどが聞かれる。 

国産稲わら（ロールベール） 

輸入稲わら（コンパクトベール） 

• 国産稲わらが約２００kgのロールベールが中心であるのに対して、輸入
稲わらは約２０ｋｇのコンパクトベールが主流。 
 

• 国産の稲わらの供給を促進するため、収集・梱包・配送を行う基地を整
備するなどの取組が行われている（参考資料）。 

８９％ （79.4万㌧） 

１１％ （9.9万㌧） 

89.3万㌧  

国産  輸入  

３ 粗飼料の輸入動向 
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資料 ：財務省「貿易統計」及び畜産振興課調べ 



○ 輸入飼料、特に、飼料穀物は、調達が容易であることなどから、畜産農家にとって土地・労働力・装
備などを確保することなく家畜を飼養でき、我が国畜産の規模拡大やコスト抑制に大きく寄与して
きた側面は評価。 

 

○ しかしながら、一方では大量の飼料輸入は、食料自給率を引き下げるとともに、家畜排せつ物に
よる環境問題を引き起こしたり、畜産農家が地域と融和する妨げになる要因となっている。 

 

○ さらに近年、世界的な穀物需要の増加基調の中で価格の上昇傾向が見込まれ、加えて、天候や作
柄での価格変動や不安定な為替相場などが輸入飼料価格の大きな変動につながり、畜産経営の
大きな不安定要素。 

 

○ 現在、飼料価格の変動が畜産経営へ与える影響の緩和を図るため、配合飼料価格安定制度等の
対策を強化してきているが、中長期的には、輸入飼料への依存を減らし、国産飼料への切り替えを
図っていくことが必要。 

 

○ 国内土地資源の有効利用、食料自給力の強化や環境負荷の軽減等の面からも国内での飼料作
物の生産・利用の拡大は重要。  

 

 

４ 輸入飼料について（まとめ） 
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558  555  554  551  549  546  

211  209  206  204  202  200  

北海道 都府県 

（１）飼料作付面積の動向について 

○ 飼料作付面積は、離農跡地が円滑に継承されなかったこと等により、平成２年をピークに減少傾向で推移。平成19年以降は、
輸入飼料の高騰や水田活用の政策による飼料用米や稲ＷＣＳの作付拡大により、増加傾向で推移。平成25年は飼料用米の
作付面積が大きく減少し、全体としても減少。 

 

○ 飼料作付面積の８割を占める牧草は横ばいである一方、高栄養が期待される青刈りとうもろこしの作付面積は、北海道で新た
な早生品種の普及等により増加 している一方で都府県は減少傾向で推移し、全体ではここ数年９２万ｈａ前後で推移。 

 

 飼料作付面積の推移 

飼料用青刈りとうもろこし作付面積の推移 

５ 国産飼料の生産・利用 
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牧草作付面積の推移 

（千ｈａ） 

749 836 870 878 864 821 800 785 781 774 769 
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（千ｈａ） 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

北海道・都道府県別 草種別 

915,100 

北海道 
596,500 

青刈りとうもろこし
92,500 

ソルゴー
16,500 

その他
60,600 

(ha) 

都府県 
318,600 

915,100 

飼料作付面積の内訳（平成25年） 

牧草 
745,500 

資料 ：農林水産省「作物統計」 資料 ：農林水産省「作物統計」 

資料 ：農林水産省「作物統計」 
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（２）草地等の生産性向上の推進 
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・ 施肥管理の実施      ・ 掃除刈りの実施 

・ 雑草の駆除         ・ 裸地への牧草播種   

・ 草種に応じた収穫回数  ・ 作業を管理台帳に記録 等 

適切な草地管理の実施 

優良草種・品種の導入 

・倒伏に強い、耐病性に優れる等の特徴をもった地域に適合した 

優良草種・品種を導入することにより、粗飼料の収量や品質が向上。 

なつちから ノサップ 

資料：（独）農業・食品産業技術総合研究機構 

    畜産草地研究所 

1

2

3

4

5

さび病 うどんこ病 

発病程度 

（オーチャードグラス） 

発
病
程
度

 

(1
:無
ま
た
は
微
～

9
:甚

) 

マキバミドリ 
1番草における倒伏状況 

（チモシー） 

資料： （地独）北海道立総合研究機構 

    北見農業試験場 

0

3

6

9

全面耕起 簡易更新 

資料：（独）家畜改良センター宮崎牧場調べ 

所要時間 

○草種・品種の混播 
・利用方法（採草・放牧）等を考慮し、イネ科牧草とマメ科牧草を混播すること 
により生産量の増加、維持年限の延長や生育期間の調整等が期待でき良質
な粗飼料を確保。 
 

 
○適切な草地改良方法の活用 
・経営や草地の状態等に応じて全面耕起方法や簡易更新方法を選定し適切に
実施。 
 
 

適切な草地改良方法の活用 

・経営や草地の状態等に応じて全面耕起方法や簡易更新方法を選定し適切
に実施。 ◆草地改良の技術 

資料：日本標準飼料成分表(2009版) 

サイレージ（水分65～75%） 

0

10

20

TDN 粗蛋白質 

TY単 

TY＋AL 

0

6

12

18

TDN 粗蛋白質 

TY+AL

OG+AL

(%) 

（ha／ｈ） 

手入れの行き届いた草地 

 マキバミドリ   まきばたろう 

○ 酪農家等の草地管理者は、草地が土壌の酸性化、雑草の増加や牧草密度の低下等から収量が暫減してくることを踏まえ
て、日常的に草地の状態を的確に把握し、日頃から施肥管理や裸地への牧草播種を行うなど適切に管理することが必要。 

○ また、草地を長年利用し品質や収量の低下等が顕著に見られる場合は、生産性の高い草地への改良が必要であり、その
際、優良草種・品種の導入、最適な混播や、土壌分析結果に基づいた施肥等の適切な草地改良技術の活用が重要。 

0

6

12

18

TDN 粗蛋白質 

AL単播 
TY+AL
TY+RC

TY：チモシー  

AL：アルファルファ   

RC：アカクローバー 
※この他、草地改良の技術として、草種・品種の混播や簡易更新方法の
選定など草地の状態や目的に応じて適切な技術を採用することが重要
（参考資料） 適切な草地管理 

草地の経年変化 

※草地改良の実施率はモデル的には年１０％程度が目安であるが、
実際は年２．８％ （H24北海道実績）。 
    
 
 

５ 国産飼料の生産・利用 

草地改良後の経過年数（年）        （北海道農政部調べ） 

草地改良により増収 



放牧の取組の効果等について 

• 自然の生態系を活かした放牧を導入することで、生産コストの低
減、健康な牛づくり、ゆとりある酪農を実現。 

 

• 初期投資が少ない放牧酪農の導入による新規就農や放牧酪農
視察等による地域の活性化を実現。 

 

• 足寄町は平成16年に「放牧酪農推進のまち」と宣言し、約４割の
酪農家が放牧を実施。 

○ 飼養管理、飼料生産の省
力化 

○ 購入飼料費の削減 
○ 繁殖成績の向上 
○ 鳥獣害の軽減 
○ 耕作放棄地の解消 等 

※ 経産牛60頭、個体乳量8,500 kg、農業従事者数3人とし、およそ7ヶ月間
放牧した場合の試算（「集約放牧導入マニュアル（平成20年3月）」より） 

従事者1人当たりの労働時間 
（放牧期間中の１ヶ月平均） 

239 

205 

0

100

200

300

舎飼 集約放牧 

時
間
（ｈ
） 

1頭当たりの 
購入飼料費（左）と所得額（右） 

11 
9 

24 

28 

0

10

20

30

舎飼 集約放牧 

万
円 

放牧と舎飼との経営効果の比較（試算） 

放牧の拡大に際しての課題 

放牧の効果 

放牧酪農推進のまち（北海道足寄町）の取組 

※ 放牧は、乳用牛の約2割、肉用牛の約
5％で実施（季節放牧等を含む） 

○ 放牧実施のための指導者の育成 
○ 放牧のためのまとまった土地の確保 
○ 周辺の地域住民の理解醸成 
○ 放牧により生産される畜産物の品質向上や安定生産 

（３）放牧の推進について （① 酪農の集約放牧） 

○ 酪農における集約放牧は、草地を区画に分けて順番に放牧することにより草地の利用と回復を繰り返し、牛に効果的に栄
養価の高い牧草を採食させる放牧方式で、北海道を中心に行われている。 

 

○ この方式による放牧は、牛の飼養管理時間の低減や飼料生産の省力化を図ることにより飼料生産・家畜管理に係るコスト
を大幅に低減することに加えて、牛が健康になり繁殖能力の向上も期待できる。 

 

○ 一方、放牧を中心した飼養管理の場合、毎日の効率的な搾乳を可能にする草地や牛舎の立地及び設計が必要となる他、
乳量の低下、乳脂肪率が季節によって変動するといった技術的課題がある。 

＜舎飼に対する集約放牧の効果＞ 
• 従事者１人当たりの労働時間は、月３４時間（１４％）低減【左図】。 

• １頭当たりの飼料購入費は、２万円（１８％）低減【右図】。 

• １頭当たりの所得は、４万円（１７％）増加【右図】。 

５ 国産飼料の生産・利用 

 

 
Ｓ  牧  場 

・ 有志により足寄町放牧酪農研
究会を立ち上げ、先進的な放
牧の実現を研究・実践。（現在
10戸） 

  

・ 草地面積約80haのうち46ha
で、乳用牛89頭を放牧。 

 
・ 乳量の低下を抑えながら濃厚
飼料給与量を36％削減。 
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まつえし 

（３）放牧の推進について  （②肉用繁殖雌牛の放牧） 

○ 肉用繁殖雌牛の放牧は、公共牧場を活用した取組のほか、中山間地域における耕作放棄地や担い手のいない水田等を利
用した取組が行われている。放牧地が農地と林の緩衝地となり、イノシシ等の農地への侵入を抑制するなど農地の保全や
地域の活性化に寄与。 

 

○ 一方、肉用繁殖雌牛の放牧には、①放牧技術の指導者の育成、②まとまった土地の確保、③周辺住民の理解醸成等の課題
がある。 

放牧開始前（平成19年） 放牧実施後（平成21年） 

12.4 
52.2 

136.2 

229.5 
261.7 

302.1 320.7 

0

100

200

300

400

H12 H16 H20 H23

放
牧
面
積 

◆ 山口型放牧面積の推移 

• 山口県では生産条件が不利な地域において、耕作放棄地の解消、
獣害防止、肉用繁殖牛の省力管理を目的として、ソーラー式電気牧
柵を利用した移動放牧を実施。 

• 肉用牛経営の省力化、低コスト化、耕作放棄地の解消、農村の景
観保全等において高い評価。 

• 地域住民の理解と行政の積極的な指導、放牧経験牛の貸出制度な
どを組み合わせることで、着実に放牧面積が拡大。 

「山口型放牧」（山口県）の取組 
やまぐちし 

（ha） 

「放牧による獣害対策」（富山県）の取組 
• 富山県では放牧帯（カウベルト）による野生動物との棲み分けや、耕
作放棄地の解消を図ることを目的に肉用繁殖牛の放牧を実施。 

• 放牧実施者は、①牛への愛着が高まり、牛が身近に居ることで安心
して農作業が出来た、②景観が保全された、③クマなどの野生動物
の出没が少なくなり、農作物を順調に収穫できた、④地域の子供た
ちが大勢見学に訪れ情操教育にも役立った、などと評価。 

放牧面積22ha 
放牧箇所数12カ所 
繁殖牛31頭 

◆放牧実施者による評価 

資料：富山県農林水産部農業技術課 
   「移動放牧マニュアル」 
   
 

５ 国産飼料の生産・利用 

15 

（平成２４年度） 



W
C
S
用
稲
 

○ 水田の総面積230万haのうち約６％に相当する13万haが、牧草や青刈りとうもろこし、飼料用米等の飼料作物の生産に活用さ

れている。 

○ このように、畜産にとって水田は二毛作も含めた作付面積では、飼料作付面積の１７％を占める重要な生産装置となっている。 

○ 特に、稲発酵粗飼料（稲WCS）は、排水不良田でも生産できる良質な粗飼料として作付面積が順調に拡大。今後、更なる拡大

のため、専用収穫機の導入による効率的で高品質な稲WCSの収穫・調製体系の構築等が必要。 

    ※ 稲WCSとは、稲の穂と茎葉を丸ごと乳酸発酵させた粗飼料（ホールクロップサイレージ：Whole Crop Silage）のことをいう。 

稲WCSの作付面積（ｈａ） 

（４）水田フル活用（①粗飼料） 

資料：新規需要米の取組計画認定面積 

（２）収穫体系 
  
 ・ 全国では牧草用機械による面積が、専用機械を上回った。 
 ・ 九州では牧草用機械の占める割合が高いのに対し、東北では

専用機械の占める割合が高い。 

北海道 
248  東北 

5,023  

関東 
2,862  

北陸 649  
東海 475  

近畿 690  

中四国 
1,634  

九州・ 

沖縄 
15,022  

全国計 
26,600ha 

稲ＷＣＳの地域別の作付状況（H25） 

10,203  
15,939  

23,086  
25,672  

26,600  
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152.4 
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用
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麦 大
豆 

飼
料
作
物 

そ
ば 

加
工
用
米 

3.3 3.5 2.6 7.4 11.2 6.9 3.0 22.2 
18.1 

備蓄用米：1.5 

米粉用米：0.6 輸出用米等：0.1 なたね：0.1 

田本地面積：232.9万ha 

水稲作付面積：164.1万ha 

作物作付面積：214.7万ha 

水田の利用状況（H24） 

飼
料
作
物 

2.9 

麦 

9.5 

その他：0.9 

二毛作面積：13.3万ha 

細断型飼料イネ専用収穫機 子実割合が低く、高糖分な 
WCS専用品種「たちすずか」 

５ 国産飼料の生産・利用 
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肉牛 

２万㌧ 

（４％） 

乳牛 

3万㌧ 

（７％） 

養豚 

10万㌧ 

（21％） 

採卵鶏 

16万㌧ 

（34％） 

ブロイラー 

16万㌧ 

（34％） 
配合飼料 
向け供給量 

47万㌧ 

○ 飼料用米は、輸入とうもろこしと同等の栄養価と評価されており、輸入とうもろこしと遜色ない価格での供給ができれば、潜在

的には450万トン程度の需要が見込まれているところ。 

○ 飼料用米は、平成20年度から本格的に推進され作付面積は24年度までは順調に増加し、34,525ha（推計18万トン）。25年度

は、備蓄米、加工用米へ転換したことにより減少。 

○ 飼料用米の利活用を推進するためには、①畜産経営にメリットのある価格での提供（低コスト生産・流通体制の確立）、②飼料

用米を利用した畜産物に対する消費者の理解増進、 ③飼料用米への生産者の取組と畜産とのマッチングの促進による安定

的な生産・利用体制の構築などが必要。 

（４）水田フル活用 （②飼料用米） 

資料：農水省調べ（生産量は飼料メーカー聞取り、配合可能割合は畜産栄養有識者からの聞取り及び研究報告を
もとに試算） 

    注：利用可能量は、平成24年度の配合飼料生産量に配合可能割合を乗じて算出。 

【※家畜の生理や畜産物に影響を与えることなく給与可能と見込まれる量】 

畜種別のコメの利用可能量（試算） 

飼料用米の流通経路 

畜
産
農
家
 

集荷業者等 
  

・農業倉庫等 
・カントリー 
 エレベーター 

営業倉庫等 
  

（バラ化等） 稲
作
農
家
 

 
 

配合飼料工場 

５ 国産飼料の生産・利用 

飼料用米の作付面積の推移（ha） 

資料：新規需要米の取組計画認定面積 

北海道 
521  

東北 
7,783  

関東 
5,049  

北陸 1,381  

東海 1,658  

近畿 453  

中四国 
1,875  

九州・ 

沖縄 
3,086  

全国計 
21,802ha 

飼料用米の地域別の作付状況（H25） 

4,123  

14,883  

33,955  34,525  

21,802  

0

10,000

20,000

30,000

40,000

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 

(ha) 
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○ 自給飼料を利用する取組や放牧の取組について、消費者にアピールし理解を求めることによって畜産物をブランド化・差別
化を行う事例が見られる。 

 

○ 具体的には、放牧については、（一社）日本草地畜産種子協会が認証制度を策定し、放牧畜産物の普及推進を行っており、
また、飼料用米については、水田利活用の取組や畜産物の品質向上についてアピールするなどによりブランド化に取り組む
例が多数出ている。 

（５）自給飼料を用いたブランド化の動き 

飼料用米を活用した畜産物のブランド化 

こめたま 
■ 畜産経営：トキワ養鶏（養鶏、青森県藤崎町） 
■ 飼料用米生産：青森県藤崎町 
■ 畜産物販売：地元デパート、直売所、 
           パルシステム生活協同組合連合会 等 
■ 特 徴： 
   飼料用米を最大68％配合した飼料 
   を給与し、卵黄が｢レモンイエロー｣ 
   の特徴ある卵（「こめたま」）を販売。 
   トキワ養鶏のインターネットサイト 
   でも販売を開始。 

放牧を活用した畜産物のブランド化 

こめ育ち豚 
■ 畜産経営：平田牧場（養豚、山形県酒田市） 
■ 飼料用米生産：山形県遊佐町、酒田市 
             栃木県那須塩原市、宮城県加美町 等 
■ 畜産物販売者：生活クラブ生活協同 
             組合 等 
■ 特 徴： 
       産直提携で平成8年から実験 
       取組を開始。平牧三元豚で10％、 
   金華豚で15％飼料用米を配合 
   した飼料を給与。    

放牧パスちゃん牛乳  
■ 畜産経営：ながめ山牧場（酪農、山形県飯豊町） 
■ 畜産物販売者：あいコープみやぎ 
■ 畜産物製造者：奥羽乳業協同組合 
 
■ 特 徴： 
       放牧畜産実践牧場として認証されて 
   いるながめ山牧場で生産された牛乳 
   を低温殺菌し平成25年より販売。 
   販売当初の出荷量1,000本／日から 
   本年３月に1,400本／日に生産を拡大         

放牧認定ジェラート  
■ 畜産経営：水本牧場（酪農、北海道恵庭市） 
■ 畜産物製造・販売者： 有限会社エストイゾラ 
 
■ 特 徴： 
       放牧畜産実践牧場として認証されて 
   いる水本牧場で生産された牛乳を利 
   用しアイスクリームを製造・販売。 
   直営店の「ｼﾞｪﾗﾃﾘｱ ｴ ｶﾌｪ ｼﾞｼﾞ」で 
   販売、夏期は車が渋滞するほど人気          

５ 国産飼料の生産・利用 
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○ 飼料用米について、乾燥調製が不要であり、かつ、家畜の嗜好性が高まる利用方法として、もみ米をサイレージにするＳＧＳ
での利用が拡大。また、新たな濃厚飼料原料としてとうもろこしのイアコーンサイレージを生産し、ＴＭＲとして利用する取組も
始まっている。 

 

○ 自給飼料の生産拡大ができても畜産農家が近くにないことにより、生産が進展しない地域が多数存在する中、工夫により流
通コストを抑制し広域流通などにより生産利用を拡大する事例が見られる。   

（６）最近の新たな取組について 

国産濃厚飼料の生産利用 

【イアコーンサイレージ】 

• トウモロコシの雌穂※（イア）の一部あるいは全部を収穫し、密封・貯蔵
し、 乳酸発酵させサイレージ化したもの。 

  ※雌穂･･･子実が約８割を占め、残り2割が芯 （軸）と 外皮 

(有)ジェネシス美瑛  
• ＴＭＲセンター（北海道上川郡美瑛町） 
• 供給状況：酪農家９戸にＴＭＲとして供給 
• 58haでイアコーンを収穫・供給  
• 雌穂収穫用アタッチメントはレンタル 

イアコーンサイレージの生産事例 
津別有機酪農研究会 
○ 酪農家７戸が参加（北海道網走郡津別町） 
○ 16haでイアコーンを収穫 
○ ＪＡＳ有機牛乳（国内認定第１号）を製品化 
○ ハーベスター、雌穂収穫用アタッチメントはレンタル   

飼料の広域流通 

【三重県の事例】 

• 水稲・小麦・大豆等を栽培する農業法人が、稲WCSを栽培管理から収
穫・調製・保管までの作業を自らが一貫して行い、酪農家６戸に販売。 

• 収穫した稲WCSロールは、大型トレーラーの進入・荷さばきが可能なス
トックヤードを事務所と圃場の近くに確保し保管。 

• 販売先酪農家のうち、１戸は１８０km離れていることから、木材チップ輸
送の帰り便を利用し、輸送コストを低減。  

 

 
  （専用収穫機で収穫） 

近隣で確保した 
ストックヤードで保管 

木材チップ輸送の 
帰り便を利用 

三重県 

１８０ｋｍ 

 

【 メリット等】 
• 茎葉残さを土壌に還元し、地力向上
や連作障害の回避が可能。 

• 雌穂収穫専用のアタッチメントを通常
の収穫機に装着して作業可能。 

• 豚への給与の可能性 

【 課 題 】 
• 収量の向上と収穫ロスの低減によ
り、生産コストの低減に努める必要 

 

５ 国産飼料の生産・利用 

鈴鹿市 

御浜町 
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○ 酪農家では、収益性の向上のための頭数規模拡大に伴い、労働時間が増加し、飼料生産拡大に新たに労働時間を確保する 
   ことが難しい状況。また、飼料生産拡大に伴って必要となる機械設備についても農家毎の整備は加重となっている。 

○ 一方、飼料作物の生産利用のための技術水準は直接飼料の品質を左右し、ひいては経営に直結する乳量・乳質に影響する。 

○ 飼料生産について個別経営内での省力化や設備投資の低減、技術水準の向上は限界となっている場合も多く、グループ又は 

   地域での検討が必要。 

（１）飼料生産の外部化について 

８ 

４ 

◆酪農家１戸当たり飼養頭数と飼料作物作付実面積の推移 
○ 北海道 ○ 都府県 

資料：「畜産統計」  注：１戸当たりの飼料作物作付面積は、飼料作物作付実面積に飼料作物生産戸数（子畜のみ飼養を除く）で徐して試算 
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＜適切な草地管理の実施＞ 

作業を草地管理 

台帳に記録 

酪農家１戸当たり飼養頭数と 飼料作付面
積（全国） 

  注：１戸当たり飼料作付面積は、飼料作物作付実面積に
飼料生産戸数（子畜のみ飼養を除く）で除して計算 

飼養頭数規模の拡大に併せて、飼料作付 

実面積も着実に増加。 

１人当たり労働時間の比較（全国） 
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資料：「畜産物生産費」 
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１頭当たり農機具費の比較（全国） 

飼養規模拡大に伴い、経営における農機
具費の負担は増加傾向にあるが、近年
鈍化。 

資料：「畜産物生産費」 
注：農機具費には自動車費を含む 
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規模拡大に伴い搾乳等に要する時間の増加 

により、１人当たり労働時間は増加。 
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資料：「畜産統計」 
20 

49.2 

1371 

886 989

438
469

118
111

349
382

0

500

1000

1500

2000

H19 H24

搾乳等 飼料調製給与 飼料生産 その他

852 971

438
464

131
112

489
524

0

500

1000

1500

2000

H18 H23

搾乳等 飼料調製給与 飼料生産 その他

（時間／人） 

1,791時間／人 

1,951時間／人 

６ 飼料生産の担い手 
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機密性○情報 ○○限り （２）コントラクターの動向 
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注）：畜産振興課調べ。回答数：420組織（北海道148、都府県272） 

年度 H15 H20 H25 

箇所数  317 522 581 

うち北海道 124 176 164 

うち都府県 193 346 417 

資料：畜産振興課調べ 

経営形態別割合（H25） 受託している作業（H24） 

注）：畜産振興課調べ。回答数：420組織（北海道148、都府県272） 

○ 飼養規模の拡大による自給飼料生産や飼料調製にかかる労働力不足を背景に、自給飼料生産を外部（コントラクター）に委託

する動きが加速。また、近年、コントラクターは、飼料生産を担うことで、新規就農者の受け入れや後継者の確保に貢献。 

○ コントラクターは、平成15年には317組織であったが、平成25年には581組織に増加。組織形態別では、任意組織である営農集

団の割合が高い。 

○ 法人化による経営の高度化、受託面積の拡大による経営の安定、組織を担う後継者の育成、機械の更新に伴う資金繰り等が

課題。 

６ 飼料生産の担い手 

○ 飼料生産作業を畜産農家等から受託する組織。 

コントラクターとは 

○ 作業の外部化による畜産経営の労働負担や機械費を軽減。 

○ 高性能機械の活用、専門技術者による作業、農地の利用集

積による作業の効率化、低コスト化や適時適正な管理による

収穫量の増加、栄養価の改善に貢献。 

コントラクターのメリット 

コントラクターの組織数の推移 
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（３）ＴＭＲセンターの動向 

自給粗飼料、濃厚飼料、添加物等をバランス良く配合した
ＴＭＲ（完全混合飼料）を製造・配送する組織。 

ＴＭＲセンターとは 

• 成分分析に基づき、高度に調製された良質な混合飼料
の通年給与が可能となり、飼料調製にかかる労力の軽
減や乳量の増加等が期待できる。 

• 農地やエコフィード原料等の地域資源の集積機能によ
り、農地の有効活用や飼料のムダの低減等に貢献。 

ＴＭＲセンターのメリット 

年度 H15 H20 H25 

箇所数  ３２ ８５ １１０ 

うち北海道  ７ ３５ ５１ 

うち都府県 ２５ ５０ ５９ 

ＴＭＲセンターの組織数の推移 

資料：畜産振興課調べ 

ＴＭＲセンターの業務 

原料が均一に混ざり合う 

ように攪拌し、調製。 

牧草サイレージ、
コーンサイレー
ジ、配合飼料、エ
コフィード など 

【給与】 

ラップサイレージ 

【混合】 

醤油粕 

【梱包】 

畜産農家 

に配送 

【原料】 

○ 飼養規模の拡大や飼料調製にかかる労働力不足を背景に、近年、自給粗飼料、濃厚飼料、エコフィード等を配合したＴＭＲ（完
全混合飼料）を製造・配送するＴＭＲセンターの設立が増加。 

 

○ 平成15年には32組織であったが、平成25年には110組織に増加。組織形態別では、株式会社、有限会社等の法人形態や農
協が運営するＴＭＲセンターの割合が高い。 

 

○ 施設・機械の更新に伴う資金繰り等の経営管理面や組織を担う後継者の育成等が課題。 
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経営形態別割合（H25） 

６ 飼料生産の担い手 



（現況（Ｈ24年度）） 
• 生産量104万TDN㌧、濃厚飼料の5.5％を占める。 
  →飼料用とうもろこし約130万㌧（年間輸入数量の約1割）に   
    相当。 
（目標（Ｈ32年度）） 
• 国産原料由来エコフィードの生産量を50万TDN㌧に拡大。 

食品残さ等の再生利用実施量（平成24年度） （単位：万トン）

飼料 肥料 その他

食品製造業 1,580 1,229 (78%) 923 219 88

食品卸売業 22 11 (50%) 3 5 3

食品小売業 122 45 (37%) 20 16 8

外食産業 192 38 (20%) 11 14 12

食品産業合計 1,916 1,323 (69%) 958 254 111
※食料産業局推計

業種
年間
発生量

再生利用
実施量

多様なものが混合 
された食品残さ 

個包装された 
食品残さ 

     

※ TDN（Total Digestible Nutrients） ： 家畜が消化できる養分の総量。カロリーに近い概念。 

エコフィード生産・利用量の推移 

７ エコフィード生産・利用の現状と課題 

○ エコフィードとは、食品残さ等を有効活用した飼料。輸入とうもろこし等の濃厚飼料の代替として利用可能な国産飼料であり、
国内の生産基盤に立脚した畜産の実現のため、その生産・利用の拡大を推進。 

 

○ これまでの取組により、食品製造業由来の食品残さの飼料利用が進展し、エコフィードの生産・利用量は順調に拡大。 
１０年前と比較し生産・利用量は倍増。 

 

○ 更なるエコフィードの生産・利用の拡大にあたっては、①食品小売業等川下由来の食品残さの飼料化、②様々な食品残さ 

に対応した飼料化技術の普及・定着、③エコフィード利用畜産物の認知度向上等が課題。 

今後の利用拡大を図る分野 
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エコフィード（国産原料）：国産原料由来 

のエコフィード（左軸） 

（例：国産果実で生産されたジュース 

から発生したジュース粕） 
濃厚飼料全体に占めるエコ 

フィード全体量の割合（右軸） 
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○ 国産飼料の生産・利用を拡大することは、畜産経営の強化を図るだけでなく、土地資源の
有効活用や食料自給力の面からも重要。 

 

○ 現状では、水田の利活用等は進展しつつあるが、飼料生産のための投資が難しかった
り、労働時間や担い手の確保ができない等、国産飼料の生産拡大のための課題が多い。 

 

○ 今後は、草地・飼料作物の生産性の向上を図るための技術を普及するとともに、放牧や水
田のフル活用などにより飼料の生産拡大を図っていくことが重要。地域において、飼料生
産利用のための担い手として、コントラクターやTMRセンターの育成を図ることも重要。 

 

○ 順調に利用拡大が進んできたエコフィードについては、今後は適切な分別が必要となる食
品小売・外食産業等由来の残さの利用を拡大していくことが重要。 

８ 国産飼料について（まとめ） 
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